
協働の考え方の変遷 

資料１別紙１ 

課題解決力のさらなる向上 

多様な主体がそれぞれの力を生かし、連携・協力しながら課題解決の方法を創りあげていくことで、地域の
力が高まり、また新しい地域力が生まれるという好循環が繰り返され、持続可能なまちづくりが実現 

１０８万都市仙台の豊富な資源 

さまざまな専門性や強みをもった主体が数多く存在する、都市としての優位性 

枠組みを越えた連携 

多様な主体が枠組みを超えて有機的・複層的に連携することで、多様な地域ニーズに、より効果的・効率的
な対応が可能 

担い手としての成長と満足感 

市民が自らまちづくりに参加することにより、地域への愛着が高まり、自分の考えや行動で地域を変えてい
くことは、担い手としての成長と満足感につながる 

自立 
それぞれの持つ力を
ふさわしい場面で効
果的に発揮する 

連携 
互いの力を引き出し
ながら、相乗効果を
生み出し、単独では
なし得なかったまち
づくりを行うために連
携及び協力を図る 

創発 
それぞれの持つ力を育
み広げるとともに、互い
の力を一層引き出すた
めに創意工夫を続ける 

図1：仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例 「協働の基本理念」 

◆ コミュニティづくり 
◆ ごみ減量・リサイクル 
◆ 安全安心の街づくり 
◆ 高齢者の見守り・支え合い 
◆ 子育て支援 
◆ 防災力の向上 
◆ 障害者差別解消・障害理解の促進 
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多様な主体による協働 

条
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市民公益活動促進条例（平成11） 

 

目的：市民公益活動の促進及び市民活動サポートセンターの設置 

   ⇒個性と魅力ある都市の創造 
基本理念：市民公益活動を行う者、事業者、市が市民公
益活動の社会的意義を理解するとともに、それぞれの
役割に配慮し、良好な協働関係を構築する 

   ⇒市民公益活動の活力をより高める 

 
仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例（平成27） 

 

目的：協働によるまちづくりの推進 

   ⇒豊かで活力ある地域社会の実現 
基本理念：多様な主体がそれぞれの持つ力を発揮すると
ともに、互いの力を引き出し、相乗効果を高めながら、
多様な課題解決に向けて創意工夫を続けていく（図1） 

   ⇒持続可能なまちづくりの実現 

基
本
方
針 

 
市民公益活動促進のための基本方針（平成13） 

 

（１）活動環境の整備、活動保険制度の充実 

（２）人材育成 ※主にマネジメント 

（３）拠点の充実（サポセン） 

（４）ネットワーク構築 ※交流促進 

（５）政策形成への市民参加 

（６）助成制度の充実 

（７）事業委託推進 

（８）企業の社会貢献推進 

 

 
協働まちづくりの推進のための基本方針（平成28） 

 

（１）市民活動・市民協働の促進 

 ・自立促進及び継続的な活動のための環境整備 

 ・持続可能な事業的手法による地域課題の解決 

 ・提案協働事業の充実 

 ・多様な主体間の協働推進のための人材育成 

（２）政策形成過程への市民の参画推進 

 ・市政情報公開促進 

 ・市民意見の提出の機会の確保 

 ・市民意見の集約の機会の確保   

 ・人材の多様化と公募の実施 

（３）多様な主体による活動の促進 

 ・若者育成 

 ・地域活性化活動の促進 

 ・社会貢献活動の促進 

 ・交流促進 

 ・情報収集発信 

 

協働による多様な取り組みが展開 

市民公益活動を促進するための基盤づくり 
多様な主体の協働まちづくりを推進するため、 

よりきめ細かな施策へと拡充 


